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国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
、
次
の
と
お
り
お

知
ら
せ
が
あ
り
ま
す
。
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
７０
歳
か
ら

　

７４
歳
の
人

　

現
在
交
付
し
て
い
る
「
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
」
の
有
効
期
限
は
７
月

３１
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
７

月
下
旬
に
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
郵
送

し
ま
す
。
８
月
１
日
以
降
は
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
高
齢
受
給

者
証
は
適
正
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

■
入
院
で
医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
は

　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
申
請
を

　

入
院
な
ど
で
医
療
費
が
高
額
に
な
る
人

に
対
し
て
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
発
行

し
て
い
ま
す
。
限
度
額
適
用
認
定
証
を
病

院
に
提
示
す
る
と
、
窓
口
で
の
負
担
が
少

な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
に
は
国
民
健
康
保
険
証
、印
か
ん
、

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証（
該
当
者

の
み
）が
必
要
で
す
。

※

国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
世
帯

に
は
、
認
定
証
が
交
付
さ
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

■
限
度
額
適
用
認
定
証
を
お
持
ち
の
人

　

現
在
交
付
し
て
い
る
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
の
有
効
期
限
は
７
月
３１
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
ご
使
用

の
予
定
が
あ
る
人
は
、
８
月
中
に
更
新
の

申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
証
・
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
を
お
使
い
の
皆
さ
ん
へ

問 

健
康
・
保
険
課　

国
民
健
康
保
険
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
２

一般

上位所得者

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

現役並み所得者

一般

35,400 円

44,400 円

83,400 円

24,600 円

12,000 円

44,400 円

8,000 円
8,000 円

44,400 円

15,000 円
24,600 円

■自己負担限度額（月額）

平成 23年度の保険料率
（平成 22年度と同率）
・均等割額　47,000 円　　
・所得割率　9.03％

■検診項目

■平成 23年度に接種をお勧めしている対象年齢

保険予防
接種

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ

■「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証（
保

　

険
証
）」
を
郵
送
し
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証（
オ
レ
ン
ジ
色
）

の
有
効
期
限
は
、
７
月
３１
日
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
新
し
い
保
険
証（
水
色
）

を
７
月
中
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

８
月
１
日
か
ら
は
、
新
し
い
保
険
証
を
お

使
い
く
だ
さ
い
。
新
し
い
保
険
証
に
記
載

し
て
あ
る
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
平
成

２３
年
度
の
住
民
税
の
課
税
所
得
を
も
と
に

判
定
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
保
険
証
は

適
正
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

■
一
部
負
担
金
の
割
合（
窓
口
負
担
）

❶
同
一
世
帯
の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
の
う
ち
、
住
民
税
の
課
税
所
得
が
１

４
５
万
円
以
上
あ
る
人
が
い
る
世
帯
の

被
保
険
者
↓
３
割

❷
❶
の
条
件
に
該
当
し
な
い
世
帯
の
被
保

険
者
↓
１
割

■
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準

　
負
担
額
減
額
認
定
証
の
更
新
と
新
規
申
請

❶
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」（
オ
レ
ン
ジ
色
）の

有
効
期
限
は
、
７
月
３１
日
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
。
新
し
い
認
定
証（
水
色
）は
７

月
中
に
保
険
証
と
一
緒
に
簡
易
書
留
で
郵

送
し
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
か
ら
お
使
い

く
だ
さ
い
。

❷
新
規
の
申
請

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
で
、現
在「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
お
持
ち
で
な
い
人
が
入
院
す
る
場
合
に

は
、
こ
の
認
定
証
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
国
民
健
康
保
険
係
の
窓
口
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
住
民
税
課
税
世
帯
の
人
は
該
当

し
ま
せ
ん
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証　

・
印
か
ん

■
保
険
料
の
決
ま
り
方

　

被
保
険
者
個
人
ご
と
の
保
険
料
は
、
被

保
険
者
全
員
が
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」

と
、
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す

る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
に
な
り
ま
す
。

均
等
割
額
と
所
得
割
率
は
熊
本
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
で
２
年
ご
と
に
決
め

ら
れ
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ

　

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
を
お
勧
め
し
て

い
な
か
っ
た
平
成
１７
年
か
ら
平
成
２１
年
の

間
に
対
象
年
齢
だ
っ
た
「
平
成
７
年
６
月

１
日
か
ら
平
成
１９
年
４
月
１
日
生
ま
れ
」

の
人
は
、
予
防
接
種
が
不
十
分
に
な
っ
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、
こ
の
時
期
に
接
種
の
機
会
を
逃

し
た
人
が
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
２３
年
度
は
、
小
学
３
年
生
と
小
学
４

年
生
に
接
種
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。
な

お
、そ
れ
以
外
の
年
齢
の
人
に
つ
い
て
は
、

ワ
ク
チ
ン
の
供
給
状
況
を
踏
ま
え
、
順
次

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
対
象
年
齢
の
う
ち
、
日
本

脳
炎
に
感
染
す
る
恐
れ
が
高
い
な
ど
で
保

護
者
が
接
種
を
希
望
す
る
場
合
は
、
２０
歳

未
満
ま
で
の
間
に
接
種
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。　

　

詳
し
く
は
、
保
健
予
防
係
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
料
金　

無
料

■
接
種
医
療
機
関

　

菊
陽
町
予
防
接
種
だ
よ
り
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。
医
療
機
関
に
事
前
の
予
約
が
必

要
で
す
。

■
持
参
す
る
も
の

　

母
子
健
康
手
帳

※

原
則
、保
護
者
の
同
伴
が
必
要
で
す
が
、

保
護
者
以
外
の
人
が
同
伴
す
る
場
合
は

委
任
状
が
必
要
で
す
。
事
前
に
保
健
予

防
係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

対
象
者
に
は
、
７
月
上
旬
に
申
込
書
を

郵
送
し
ま
す
の
で
送
付
さ
れ
た
内
容
を
確

認
し
て
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

対
象
者
で
申
込
書
が
届
か
な
か
っ
た
人

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
実
施
期
間　

９
月
下
旬
〜
１０
月
上
旬

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
が

　
　
　
　
　
　

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
の
機
会
を
逃
し
た
人
へ

問 

健
康
・
保
険
課　

保
健
予
防
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
２

検診

菊
陽
町
が
ん
複
合
検
診
の
ご
案
内

自
分
が
受
け
た
い
検
診
項
目
を
選
ん
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

問 

健
康
・
保
険
課　

保
健
予
防
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
２

※特定健診について、社会保険（健保組合、協会けんぽ、共済組合など）加入者と
　その扶養家族は各医療保険者（保険証の発行元）に申し込み、各医療保険者の
　案内に従ってください。

所得区分

検診項目 内容 対象者

3回目までの限度額 4回目以降の限度額

所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

80,100円＋（医療費－
267,000円）×1％
150,000円＋（医療費－
500,000円）×1％

80,100円＋(医療費－
267,000円)×1％

７０
歳
未
満
の
人

７０
歳
以
上
の
人

保険料（年額）

均等割額 47,000 円

所得割額 { 総所得金額等－
33万円（基礎控除）}×
所得割率 9.03％

＝

＋

40 歳以上

40歳以上 (男性 )

40 歳以上（女性）

・国民健康保険
  被保険者（40歳以上）
・後期高齢者医療
  被保険者

対象年齢 接種回数

小学３年生
【平成 14年４月２日～
平成 15年４月１日生まれ】
小学４年生
【平成 13年４月２日～
平成 14年４月１日生まれ】

１期（初回２回・
追加１回）の接種
不足分

肺がん検診

胃がん検診

大腸がん検診

腹部超音波検診

前立腺がん検診

子宮がん検診

乳がん検診

骨粗しょう症検診

特定健診（※）

胸部レントゲン

胃透視

便潜血

腹部超音波

採血

子宮頸部細胞診

視触診＋マンモグラフィー

超音波（かかと）

問診・身体測定・血圧・診察・
血液検査・尿検査など


